
子
育
て
支
援
課
1
66
◆

1
1
0
8

母
子
家
庭
等
就
業
支
援
講
習
会

◆
介
護
職
員
初
任
者
研
修

○
Ｂ（
金
山
土
曜
日
コ
ー
ス
）

と　

き　

10
月
3
日
〜
1
月
23
日

各
土
曜
日　

う
ち
16
回　

午
前

9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

と
こ
ろ　

S
F
N
ア
カ
デ
ミ
ー
金

山
校（
名
古
屋
市
中
区
）

教
材
費　

6
千
480
円

○
Ｃ（
金
山
日
曜
日
コ
ー
ス
）

と　

き　

10
月
4
日
〜
1
月
24
日

各
日
曜
日　

う
ち
16
回　

午
前

9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

と
こ
ろ　

S
F
N
ア
カ
デ
ミ
ー
金

山
校（
名
古
屋
市
中
区
）

教
材
費　

6
千
480
円

※
託
児
あ
り

○
Ｅ（
名
駅
火
曜
日
コ
ー
ス
）

と　

き　

10
月
13
日
〜
2
月
9
日

各
火
曜
日　

う
ち
16
回　

午
前

9
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分

と
こ
ろ　

未
来
ケ
ア
カ
レ
ッ
ジ

（
名
古
屋
市
中
村
区
）

教
材
費　

6
千
480
円

○
Ｆ（
知
立
日
曜
日
コ
ー
ス
）

と　

き　

10
月
4
日
〜
1
月
31
日

各
日
曜
日　

う
ち
17
回　

午
前

9
時
〜
午
後
5
時

と
こ
ろ　

ヘ
ル
パ
ー
ス
ク
ー
ル　

ユ
ノ
モ（
知
立
市
山
屋
敷
町
）

教
材
費　

6
千
995
円

※
託
児
あ
り

【
介
護
職
員
初
任
者
研
修
共
通
】

対　

象　

市
内
在
住
の
母
子
家
庭

の
母
な
ど
で
就
業
目
的
を
持
っ

て
講
習
の
全
日
程
に
出
席
で
き

40
・
5
時
間
の
自
宅
学
習
が
可

能
な
方
。

◆
調
剤
薬
局
事
務
講
習（
名
駅
）

と　

き　

10
月
10
日
〜
11
月
21
日

毎
週
土
曜
日　

全
7
回

と
こ
ろ　

国
際
医
療
管
理
専
門
学

校（
名
古
屋
市
中
村
区
）

教
材
費　

5
千
円

※
託
児
あ
り

◆
登
録
販
売
者
講
習（
名
駅
）

と　

き　

10
月
18
日
〜
3
月
6
日

各
日
曜
日　

全
20
回

と
こ
ろ　

国
際
医
療
管
理
専
門
学

校（
名
古
屋
市
中
村
区
）

教
材
費　

9
千
800
円

※
託
児
あ
り

◆
経
理
事
務
講
習（
名
駅
）

と　

き　

10
月
31
日
〜
2
月
13
日

　

各
土
曜
日　

う
ち
15
回

と
こ
ろ　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン

ド（
名
古
屋
市
中
村
区
）

教
材
費　

3
千
円

◆
パ
ソ
コ
ン
初
級
講
座（
岡
崎
）

と　

き　

10
月
3
日
〜
1
月
16
日

各
土
曜
日　

う
ち
15
回

と
こ
ろ　

岡
崎
情
報
開
発
セ
ン
タ

ー
（
岡
崎
市
羽
根
町
）

教
材
費　

3
千
100
円

◆
パ
ソ
コ
ン
応
用
講
座（
豊
橋
）

と　

き　

10
月
31
日
〜
12
月
5
日

各
土
曜
日　

う
ち
5
回　

と
こ
ろ　

あ
い
ち
情
報
専
門
学
校

（
豊
橋
市
関
屋
町
）

教
材
費　

千
337
円

◆
パ
ソ
コ
ン
中
級
講
座（
金
山
）

と　

き　

10
月
11
日
〜
1
月
24
日

各
日
曜
日　

う
ち
15
回　

と
こ
ろ　

Ｓ
Ｆ
Ｎ
ア
カ
デ
ミ
ー

　
（
名
古
屋
市
中
区
）

教
材
費　

千
836
円

【
各
講
座
共
通
】

対　

象　

市
内
在
住
の
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
ま
た
は
父
で
、
就
業

目
的
を
も
っ
て
全
日
程
参
加
で

き
る
方
。

時　

間　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

40
分

定　

員　

各
20
人（
定
員
を
超
え

た
場
合
は
抽
選
。
結
果
は
9
月

中
旬
に
連
絡
）

受
講
料　

無
料（
教
材
費
、
交
通

費
、
昼
食
代
は
自
己
負
担
）

申
し
込
み　

7
月
31
日
㈮
〜
8
月

21
日
㈮
に
、
申
込
書（
子
育
て

支
援
課
に
あ
り
ま
す
）を
子
育

て
支
援
課
へ
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
・

特
別
障
害
者
手
当
等
の
お
知
ら
せ

◆
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

対　

象　

在
宅
で
あ
り
、

・
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の

方
・
療
育
手
帳
A
判
定
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
と
療
育

手
帳
B
判
定
を
併
せ
て
も
つ
方

※
平
成
20
年
4
月
1
日
以
降
、
身

体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を

新
た
に
単
独
で
取
得
さ
れ
た
65

歳
以
上
の
方
は
対
象
外
。

手
当
月
額　

・
1
種（
I
Q
35
以
下
で
、
身
体

障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の
方
）

1
万
5
千
500
円

・
2
種（
1
種
以
外
）6
千
750
円

支
給
月　

4
・
8
・
12
月

◆
特
別
障
害
者
手
当

対　

象　

20
歳
以
上
で
、
日
常
的

に
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
方
で
、
次
に
当
て
は
ま
る

方
・
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程

度
の
障
害
が
2
つ
以
上
あ
る
方

・
I
Q
35
以
下
で
身
体
障
害
者
手

帳
1
・
2
級
程
度
の
障
害
が
あ

る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程

度
の
肢
体
不
自
由
の
方
で
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
方　

な
ど

※
認
定
に
は
診
断
書
に
よ
る
審
査

が
あ
り
ま
す
。

手
当
月
額　

2
万
6
千
620
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
あ
り
）

支
給
月　

2
・
5
・
8
・
11
月

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対　

象　

20
歳
未
満
で
、
日
常
的

に
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
方
で
次
に
当
て
は
ま
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程

度
の
障
害
の
あ
る
方

・
I
Q
20
以
下
の
方　

な
ど

※
認
定
に
は
診
断
書
に
よ
る
審
査

が
あ
り
ま
す
。

手
当
月
額　

1
万
4
千
800
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が
あ

り
ま
す
）

支
給
月　

2
・
5
・
8
・
11
月

【
各
手
当
共
通
事
項
】

所
得
制
限
に
よ
り
支
給
停
止
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
7
6

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

65
歳
以
上
の
方
の
平
成
27
年
度

介
護
保
険
料
が
確
定
し
ま
し
た
の

で
、
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
兼

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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